
Ⅰ　総括表

１．基本的事項　［法人の基本情報を把握］

千円 千円 ％

２．事業の意義の検証 ［設立目的や事業内容等から事業の意義を検証］（様式２関係）

■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無 ■ 有 □ 無

３．経営健全性等の検証
３－１．主な財務・経営指標 ［特に注意すべき財務・経営上の項目を把握］（様式３－１関係）

（注） 債務超過又は累積損失ありの場合、財務状況の把握、注意が必要。 （注） 純損失計上が継続している場合は、経営状況の把握、注意が必要。

(注) 公社等の財務・経営状況に関する所管課による検証結果を記入すること。

３－２．主な県の関与状況 ［県の財政的リスクや人的関与状況を把握］（様式３－２関係） ３－３．

うち県退職者常勤役員 うち県職員 うち県退職者 正職員 うち県職員
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HPアドレス

所在地理事長　平山　雅之 山形市城南町一丁目１番１号

基本財産（資本金）

4 1

組織体制（人）

（R7年7月現在）

2,066,676

うち借入金 1,667,166

債務の元利償還金に対する
県（補助金・貸付金）依存率（注）

0.0% OK

項目 R6年度（千円,％） チェック

損失補償・債務保証残高（注）

        2.事業の意義の検証は、各視点（①～③）に基づき、事業の意義の有無について、該当するものいずれかを■とすること。

（注） 1.主な事業内容・実績は、主要事業とその実績を箇条書き等で簡潔に記載すること。

純損失あり

当期経常外増減額
[経常外損益] △99,900

財
務
状
況

資産合計

負債合計

4,650,991

事業の意義
の検証（注２）

（注） 県が損失補償等をしている又は債務の元利償還金への県の関与が大きい（10%以上）場合、経営健全性や財政リスクについて、注意が必要。

4 0 3

総収入に占める
県財政支援等の割合

41.3%

□ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

462,823 リスクあり

0

1,562,166 リスクあり

OK

OK

2,584,316

1,275,751

正味財産合計（注）
 [純資産(負の場合、債務超過)]

正味財産-基本財産等（注）
[利益剰余金又は累積損失]

R6年度（千円,％）

519,329

318,250

199,679

経常収益 1,504,975

経常費用 1,526,467

法人名称

（公財）やまがた産業支援機構（様式１）

R6年度（千円）項目 チェック

公益財団法人やまがた産業支援機構

設立目的
［定款記載内容等］

県内中小企業等の経営基盤の強化、経営の革新、創業の促進、技術・研究開発、人材の育成等に関する支援を総合的に実施
することにより、県内中小企業等の振興を図り、もって県内産業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

主な
事業内容・
事業実績

（注１）

〇機構の経営支援アドバイザー、創業支援コーディネーターによる相談対応（R6相談対応件数：3,504件）
〇外部専門家の派遣による助言指導の実施（R6派遣延件数：121件）
〇事業者のDXの推進に向けた設備投資等を支援するため、中小企業パワーアップ補助事業を展開（R6採択件数：61件）
〇取引推進員による企業紹介による、取引成立の支援（R6成立件数：295件）。
〇商談会の開催（2回）による県内企業への発注支援（参加延企業数：862社）。
〇産業創造支援センター（H20から指定管理）における新規創業や新分野進出を目指す企業の支援（相談延相談：851件）。
〇事業承継・引継ぎセンター（受託事業）による円滑な事業承継の支援（相談件数：254件、成約件数：43件）
〇新商品・新技術など新たな価値の創出支援
　【実績】成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech）　採択件数 ２件
　　　　　 やまがた産業技術振興基金事業　18件
　　　　　 産学官連携コーディネート事業　マッチング件数23件 、産学官連携件数 49件
　　　　　 バイオ担当コーディネータによる共同研究等支援事業　競争的資金等への提案・採択12件
　　　　　 有機エレクトロニクス関連産業集積促進事業
　　　　　　　コーディネータ等３名による企業の製品開発支援、販路開拓支援
　　　　　　　山形大学と企業の共同開発支援１件、有機EL照明量産化支援２件
　　　　　 成長分野競争力支援事業
　　　　　　　医療機器等開発促進事業　採択３件
〇高度技術者の養成に関する事業
　　【実績】製造技術者養成事業　４テーマ 　受講者 計90名
〇県内企業の依頼に係る工業材料及び製品の試験、分析及び加工
　　【実績】工業材料試験分析　5,879点

項目 R6年度（千円）

県所管課・担当 商業振興・経営支援課　経営支援係

https://www.ynet.or.jp/

37.2県出資比率うち県出資額1,308,565 486,676

昭和36年6月1日

公社等見直し計画

チェック

代表者

設立時期

類型

短期貸付金残高

長期貸付金残高

財務・経営状況の検証
会員の新規確保の推進による会費収入の増、貸与事業における債権回収率の向上、一般管理費を含む受託収
益の増に取り組むとともに、業務の効率化による経費の削減に取組む。

中期経営健全化
計画の策定

□ 有 ■ 無

項目

県の財政支援等合計

うち補助金

うち委託料

当期一般正味財産増減額（注）
[当期純損益] △121,392

当期経常増減額
[経常損益] △21,492

経
営
状
況

③代替可能性の視点②県の関与の必要性の視点①公社等の必要性の視点

様式１（総括表）

https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/
https://www.ynet.or.jp/


（公財）やまがた産業支援機構（様式１） 公社等見直し計画

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性について、その理由を含め、所管課による検証結果を記入すること。

４．費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む） （様式４関係）

５．見直し工程表

情報公開

その他

（注） 1.当該事業を公社等が行うことが最も効率的で効果的であるかどうか、また、費用対効果の観点から、費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合う効果が出ているかなど
　　　　 について、事業の意義の検証及び経営健全性等の検証結果も踏まえながら、所管課による検証結果を記入すること。
　　　 2.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直しを行う必要がある。
　　　 3.費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合、「地方創生に資する公社等の有効活用」の観点を含め記入すること。

県の関与の必要性の検証
トータルサポート体制の中で商業振興・経営支援課とやまがた産業支援機構が核となって、関係機関・団体と連
携強化を図りながら、企業ニーズに即したきめ細かな支援活動を実施しており、引き続き、中小企業等支援業務
を受託する等、両者一体となって企業振興にあたることが必要。

　県内において、中小企業に対するきめ細かな支援を実施していくためには、企業が求めるニーズや経済環境に合わせて、専門家を配置すると
ともに、各種事業を受託する等の民間企業と同様の経営手法で行政の補完・代行機能を果たしていく必要がある。
　地方公共団体が直接実施するよりも機動的かつ効率的に行うことが可能であるとともに、民間コンサルタントが少ない山形県においては、「戦
略性を持った経営」や「新しい事業や領域への挑戦」、それらを実践する「人づくり」を積極的に支援し、創業・新事業展開から成長発展までの各
段階やニーズに応じた最適な支援を提供する総合支援機関として事業を展開していくことが、地方創生に資する取組みであると考える。

項目 見直し内容 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度

Ⅱ　事業の意義
・継続して県内企業へワンストップでトー
タルな支援を提供

　Ⅲ－３　経営健全化・財政リスク

債務超過

累積損失

Ⅲ　経営健全性

　Ⅲ－１　財務・経営

収入確保
・会員確保による会費収入の増
・貸与事業における債権回収率の向上

支出削減 ・業務の効率化による経費節減

その他収支改善

　Ⅲ－２　県の関与

県の長期貸付金 ・県への計画的な償還

Ⅴ　その他

(注) 各項目について、検証結果等を踏まえた今後の見直し内容及びスケジュールを記入すること。

当期純損益赤字２期
以上かつ今後３期以
内に累積損失が生じ
る見込み

県の損失補償等
・貸与審査委員会での慎重な審査
・借入先への計画的な償還

元利償還金への
県依存率10%以上

中期経営改善計画
等の策定

Ⅳ　費用対効果

財政支援等

人的支援等

様式１（総括表）



Ⅱ　事業の意義の検証

１．公社等の設立目的・事業内容等　［当初の設立目的、現在の事業内容・事業実績を把握］

公社等見直し計画

         3.事業実績は、活動指標（各公社等の目的の達成度や事業成果を定量的に評価できる項目）を設定のうえ、その評価、今後の見込み、見直し内容を含めて記入すること。

（様式２） （公財）やまがた産業支援機構

設立時期・沿革

平成７年４月、財団法人山形県中小企業設備貸与公社が母体となり、社団法人山形県工業振興協会、社団法人山形県商
工情報センター、財団法人山形県商業振興基金を統合し設立。
平成12年４月、新規創業等に対するワンストップサービスの体制を整備するとともに産学連携支援等総合的な支援機関とし
ての役割を果たすため、財団法人山形県テクノポリス財団と統合。
平成16年４月、財団法人山形県テクノポリス財団から引継いだ研究開発部門を財団法人山形県産業技術振興機構に移
管。
平成25年４月、公益財団法人へ移行。
令和６年４月、(公財)山形県企業振興公社が(公財)山形県産業技術振興機構を吸収合併し(公財)やまがた産業支援機構に
名称変更。

        2.類型の考え方

設立目的
[定款記載内容等]

県内中小企業等の経営基盤の強化、経営の革新、創業の促進、技術・研究開発、人材の育成等に関する支援を総合的に
実施することにより、県内中小企業等の振興を図り、もって県内産業の発展と地域経済の活性化に寄与することを目的とす
る。

出資団体
［名称、金額、割合］

【基本財産】　合計360,312千円
　県 360,000千円（99.9％）、民間企業312千円（0.1％）
【特定資産】　合計948,253千円
　県126,676千円（13.4％）、市町村105,030千円（11.1％）、民間企業30,000千円（3.2％）、独自財産686,547千円（72.4％）
【その他】　0円

類型（注１,２） □ 県のアウトソーシング先　 □ 自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体　 ■ 国制度や枠組みでの事業実施　 □ 他団体主導

事業内容
・事業実績

（注３）

〇支援人材による相談・指導助言
　山形県中小企業総合相談窓口（中小企業トータルサポート）として、機構の経営支援アドバイザー、創業支援アドバイザー
による相談対応を実施するとともに、高度化する経営課題に対し、外部専門家の派遣による助言指導を実施。（R6相談対
応件数：3,504件、外部専門家派遣延件数：121件）
〇企業の経営基盤強化の支援
　・機構のアドバイザー・コーディネーターによる経営革新計画の作成支援・事業化の支援を実施。（R６計画承認：６件）
　・事業者のDXの推進に向けた設備投資等を支援するため、中小企業パワーアップ補助事業を展開（R6採択件数：61件）
〇受注取引拡大の推進
　　取引推進員３名を配置し積極的に発注情報の収集に取り組み、県内受注企業に対し取引斡旋・紹介を行った（R６成立
件数：295件）。また、商談会を２回開催し、県内企業の受注拡大を支援した（参加延企業数：862社）。
〇設備投資ニーズへの対応
　小規模企業者等の創業、経営革新、地域の中核的な企業の技術力向上、自動車・航空機分野への参入やＤＸ・脱炭素化
への取組み促進など、設備投資ニーズに適切に対応した設備貸与事業を実施。
〇創業の促進と円滑な事業承継
　県からの指定管理者の指定を受けている産業創造支援センターにおける新規創業や新分野進出を目指す企業の支援
（相談延件数：851件）。　事業承継・引継ぎセンターによる円滑な事業承継の支援（R6相談件数：254件：R6成約件数：43件）
〇受託事業の運営
　中小企業活性化協議会（R4）、よろず支援拠点（H26）、プロフェッショナル人材戦略拠点（H27）など、社会ニーズの変化に
対応した事業を展開。
〇新商品・新技術など新たな価値の創出支援
　【実績】成長型中小企業等研究開発支援事業（Go-Tech）　採択件数 ２件
　　　　　 やまがた産業技術振興基金事業　18件
　　　　　 産学官連携コーディネート事業　マッチング件数23件 、産学官連携件数 49件
　　　　　 バイオ担当コーディネータによる共同研究等支援事業　競争的資金等への提案・採択12件
　　　　　 有機エレクトロニクス関連産業集積促進事業
　　　　　　　コーディネータ等３名による企業の製品開発支援、販路開拓支援
　　　　　　　山形大学と企業の共同開発支援１件、有機EL照明量産化支援２件
　　　　　 成長分野競争力支援事業
　　　　　　　医療機器等開発促進事業　採択３件
〇高度技術者の養成に関する事業
　　【実績】製造技術者養成事業　４テーマ 　受講者 計90名
〇県内企業の依頼に係る工業材料及び製品の試験、分析及び加工
　　【実績】工業材料試験分析　5,879点

（注） 1.類型は、公社等の事業内容や出資状況等を踏まえ、該当するものいずれかを■とすること。

：県のアウトソーシング先として設立（県の業務の受け皿）；「公の施設」の管理や県の業務の委託先　など

：自律的サービスの提供主体として設立（サービスの主体）；財産（基金）を活用した公益サービス提供、公共的事業を行う株式会社　など

：国の制度や枠組みに基づき全国的に設立（政策の担い手）；法令等に基づき政策の担い手として位置づけられている団体　など

：他団体主導（運営）；県が主導的に運営していない公社等【他団体主導】

【県のアウトソーシング先】

【自律的ｻｰﾋﾞｽの提供主体】

【国制度や枠組みでの事業実施】

様式２（事業の意義）



公社等見直し計画（様式２） （公財）やまがた産業支援機構

２．事業の意義の検証 ［社会経済情勢等の変化等を踏まえた公社等の必要性の有無の検証］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

３．公社等の抜本的改革の内容等 ［上記検証の結果、１つでも「無」がある場合は記入］

①公社等の必要性
　  設立目的を達成済又は設立
　　目的が社会経済情勢の変化
　　により希薄化していないか

事業の意義（注）

（公社等の必要性）
視点

(注) 事業の意義が無い場合、公社等の民営化・廃止等を含む抜本的改革が必要となることから、その内容と今後の方向性を記入すること。
　　  また、終了予定時期と終了時期設定の考え方を記入すること。

　トータルサポート体制の中で商業振興・経営支援課とやまがた産業支援機構が核となっ
て、各専門家等を配置し、関係機関・団体と連携強化を図りながら、企業ニーズに即したき
め細かな支援活動を実施しているところである。
　また、県から職員を派遣することで関係を強化し、中小企業等支援業務を受託する等、両
者一体となって企業振興にあたっている。

③代替可能性
　 県が直接実施する場合や民営
　 化、他公社等との統合と比較し
　 引き続き公社として行うことが
   最も適当か

終了時期設定の考え方

説明（現状及び今後の見直しを踏まえた検証結果）

　本県産業の大宗を占める中小企業・小規模事業者の活力無くして、本県産業の振興はあ
り得ないとの考えのもと、多様化する経営課題に的確に対応していくため、支援機能の集約
化と最適かつ迅速な支援の提供が不可欠である。
　このため、「山形県企業振興公社」と「山形県産業技術振興機構」を再編統合し、令和6年4
月から、「公益財団法人やまがた産業支援機構」が新たにスタートした。
　県内中小企業・小規模事業者へワンストップでトータルな支援を提供する総合支援機関と
して、創業・新事業展開から成長発展までの各段階やニーズに応じた最適な支援を提供し、
県内中小企業・小規模事業者の成長・発展に向けた取組みを支援する必要性は増してい
る。

－－終了予定時期

②県の関与の必要性
　 県の出資者としての立場や出
   資の意図が希薄化していない
　 か

　地方公共団体が直接実施するよりも機動的かつ効率的に行うことが可能であるとともに、
民間コンサルタントが少ない山形県においては、「戦略性を持った経営」や「新しい事業や領
域への挑戦」、それらを実践する「人づくり」を積極的に支援し、創業・新事業展開から成長
発展までの各段階やニーズに応じた最適な支援を提供する総合支援機関として事業を展開
していくことが必要である。
　また、機構は令和６年４月に山形県企業振興公社と山形県産業技術振興機構が合併し、
経営力を強化する総合的な支援の中に技術・製品開発に特化した専門的支援を組み込むこ
とで、ワンストップかつトータルな支援を提供するための更なる機能強化を図っていることも
あり、中小企業に対する支援事業に精通した団体となっている。
　多様化する経営課題に対応できる専門家を擁する団体は他に見られず、引き続き機構とし
て行うことが最も適当である。

－

（注） 各視点（①～③）に基づき、必要性の有無のいずれかを■とすること。「説明」欄には、現状及び今後の見通しを踏まえた所管課による検証結果を記入すること。

様式２（事業の意義）



Ⅲ　経営健全性等の検証

Ⅲ－１．財務・経営状況 (注)  (1)（２）は公益法人の会計基準を前提とした構成であるため、株式会社等については、適宜項目を修正すること。

（１）財務状況　［貸借対照表により財務体質を把握］ （単位：千円,％）

（２）経営状況　［正味財産増減計算書（損益計算書）により経営状況を把握］ （単位：千円,％）

パワーアップ補助金事業費等の減

パワーアップ補助金事業費の減

有機エレクトロニクス実証補助金の廃止による減

受取寄付金振替額の減

（３）財務・経営状況の検証及び見直し内容　[財務・経営状況について検証し、収支改善や経営の効率化のための取組内容を把握]

(注) 当期純損失が２期以上継続かつ今後３期以内に累積損失が生じるおそれがある場合、様式３－３「財政的ﾘｽｸ・費用対効果の検証」を記入すること。

0.1 R5会計処理の変更による（回収期限到来基準⇒収益認識に関する会計基準）

6,372 △40,023 13.7

当期経常増減額 [経常損益]

経常費用のうち物件費（再掲） 1,201,933 1,176,261 1,147,230 △29,031

R5会計処理の変更による（回収期限到来基準⇒収益認識に関する会計基準）

当期経常外増減額 [経常外損益] 5,077 5,590 △99,900 △105,490 △1,787.1 R5会計処理の変更による（回収期限到来基準⇒収益認識に関する会計基準）

経常外費用 1 1,854,360

経常外収益

受取会費 14,353 14,128 14,390 262 101.9

108.9

その他経常収益 △33,097 71.7

受取補助金等 683,206 480,472 423,918 △56,554 88.2

受託収益 383,634 656,679 528,681 △127,998

351,796

（公財）やまがた産業支援機構

89.1

        2.「基本財産等」は、当該公社等の財産的基礎をなすものとして、資本金、基本財産、特定資産など公社等ごとに個別に判断して算出する必要があることに注意。
           従って、「正味財産－基本財産等」は、公社等の活動により生じた正味財産（純資産）の増加（減少）部分に相当するものとして、剰余金又は累積損失を表すものであること。

△2,080 △18,133 △21,492 △3,359 118.5

事業費 1,686,120 1,654,430 1,474,103

経常費用のうち人件費（再掲） 365,826 368,595

公社等見直し計画

2,769

管理費

122,882

（注） 1.「債務超過」「累積損失あり」の場合、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証」を記入すること。

83,673116,770

事業収益

R6.3.31をもって有機EL実証施設を民間に譲渡したことによる減

80.5

△107,717 △758,252 △181,977 576,275 24.0 R6.3.31をもって有機EL実証施設を民間に譲渡したことによる

設備貸与事業会計処理変更に伴う消費税納付額が発生したため

設備貸与事業の実績低迷による収益性低下による

100,865

46,132 52,454 52,365 △89 99.8

89.4

△1,753,495 5.4

100.8

97.5

R6.3.31をもって有機EL実証施設を民間に譲渡したこと
による減価償却費の減等

5,077 1,859,950 △1,858,985

当期指定正味財産増減額 △110,714 △745,710 △60,584 685,126 8.1 R6.3.31をもって有機EL実証施設を民間に譲渡したことによる

当期一般正味財産増減額
 [当期純損益]（注）

2,997 △12,543 △121,392 △108,849 967.8

965

対前年比 備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

経常収益 1,730,172 1,688,752 1,504,975 △183,777 89.1

基本財産等運用益 39.5

正
味
財
産
増
減
計
算
書

(

損
益
計
算
書

)

項目 R4年度 R5年度 R6年度 対前年度増減額

4,822 5,304 2,093 △3,211

521,276 415,401 452,220 36,819

経常費用のうち減価償却費（再掲） 46,451 46,395

経常費用 1,732,252 1,706,885 1,526,467 △180,418

当期正味財産増減額

△180,327

正味財産－基本財産等
[剰余金又は累積損失]（注1,2）

2,114,943 1,412,151 1,275,751 △136,400 90.3

負債・正味財産合計 5,582,600 4,773,061 4,650,991 △122,070 97.4

893,832 93.2

一般正味財産 1,524,691 1,512,149 1,390,756 △121,393 92.0

正味財産合計
[純資産(負の場合、債務超過)]（注1）

3,524,545 2,766,293 2,584,316 △181,977 93.4

うち特定資産充当額 10,700 10,720 10,741 21 100.2

固定負債 1,889,075 1,852,336 1,869,691 17,355 100.9

1,562,166 101.5

うち基本財産充当額 0 0 0 0

833,248 △60,584

うち基本財産充当額 360,312 360,312 360,312 0 100.0
うち特定資産充当額 1,639,542

指定正味財産 1,999,854 1,254,144 1,193,560 △60,584

負債合計

22,783

95.2

2,058,055 2,006,768 2,066,676 59,908 103.0

1,539,383

（様式３－１）

備考（増減割合が10％以上の場合その理由等）

うち借入金 1,560,681

流動負債 168,980

固定資産 2,652,624 1,874,757

流動資産 2,929,976 2,898,304 2,876,583 △21,721 99.3

貸
借
対
照
表

項目 R4年度

資産合計 5,582,600 4,773,061 4,650,991 △122,070

1,292,091

(注) 「財務・経営状況の検証」のうち、長期借入金については、「償還完了（見込み）時期」「償還財源」を明らかにしたうえで、問題が無いか検証した結果を記入すること。

長期借入金
（注）

・借入金は全て設備貸与事業の設備購入資金であるが、これまで全て約定通りに償還されている。

見
直
し
内
容

項目 検証結果・見直し内容（具体的に記載すること）

・会員の新規確保の推進による受取会費の増。
・設備貸与事業の実績向上による収益改善及び債権回収に努める。
・新たな事業の受託に取り組み、運営に必要な財源確保に努める。

・業務の効率化による人件費抑制及び経費の見直しにより節減に努める。

財務・経営状況の検証

収入確保
（利用者負担の見直し、

債権回収等）

支出削減
（給与の見直し、組織
機構のスリム化等）

その他収支改善や
経営効率化の取組

これまでの実績

当期経常増減額がマイナスとなっている主な要因は、設備貸与事業において、実績低迷により収益性が低下している
ためであり、令和６年度当期経常増減額は約△3百万円となっている。
また、当期経常外増減額については、税制改正によりR５年度設備貸与事業の割賦販売の会計処理を変更したことに
伴い、消費税を納付することになったため。

-

-

1,226,156 △65,935 94.9

97.4

152.2

うち特定資産 2,050,558

短期借入金の増127.6

うち借入金 77,000 69,000 105,000 36,000

154,432 196,985 42,553

R5年度

1,774,408 △100,349 94.6

うち基本財産 360,312 360,312 360,312 0 100.0

R6年度 対前年度増減額 対前年比

様式３－１（財務・経営）



Ⅲ－２．県の関与状況等
（１）県の財政的関与状況　［県による公社等への財政支援状況を把握］ （単位：千円,％）

補助金

委託料

その他

(注) 「損失補償等の残高がある」又は「元利償還金に対する県依存率10％以上」の場合は、様式３－３「経営健全性・財政リスクの検証等」を記入すること。

（参考）国・県・市町村その他の財政的関与状況（R6年度決算） （単位：千円,％）

（２）県の財政的関与状況詳細 （単位：千円）

R7～補助金（経営基盤強化体制整備）へ振替

ものづくり産業マネジメント人材育成事業委託

成長分野参入人材育成事業委託

リスキリング啓発セミナー事業

(注) 欄が不足する場合は、適宜欄を挿入して記載すること。委託料は、契約相手方の決定方法及び指定管理者に関する事項も記入すること。

山形県中小企業成長支援事業費補助金 20,985 25,871 10,949

国制度等

79.1△84,289318,250

199,679 △182,983 52.2

R6年度

公社等見直し計画

割合

0.0%

0.0%

100.0%

事業類型：

402,539

0.0%0

36,107

市町村

0

項目

2,110

151,412

0

595,644

総収入に占める県の
財政支援等の割合

0 6.8%

75.4%

R5年度R4年度

0.0%

749,166

43.2%

R5年度 R6年度 対前年度増減額 対前年比

国 割合 県 割合

0

382,662

0.0% 0.0% 0.0P

0.0%

その他

0

0

項目

出資（出えん）金
損失補償（債務保証）残高(注）

短期貸付残高

長期貸付残高

元利償還金に対
する県依存率（注）

R4年度
486,676

449,549

0

1,560,681

0.0%

補助金

対前年比対前年度増減額

割合 「その他」の名称

2,110 1,400 △710 66.4

66.0

（様式３－２） （公財）やまがた産業支援機構

【委託料】 382,662 199,679 86,430

【負担金、会費等】 2,110 1,400 1,500

山形県企業振興公社商談会共催負担金

△267,982519,329787,311

41.3% 19.1P22.2%

1,562,166

103,710 24.6% 318,250

工業技術力整備機械貸与事業資金貸付金 84,457 65,307 88,364

自動車航空機関連産業設備貸与事業資金貸付金

【補助金】 402,539 318,250 362,209

70,290 83,490 70,847

【長期貸付】 338,497 322,047 339,961

小規模企業者等設備貸与事業貸付金（貸与） 183,750 173,250 180,750

合計額 1,125,808 841,376 790,100

486,676 486,676 0 100.0

444,541 462,823 18,282 104.1

0 0

合計1,539,383 1,562,166 22,783 101.5

備考（増減理由、新規・継続の別等）

【出資・出えん金】 0 0 0

R7年度

合計

1,562,166

421,960

528,681

項目

項目 R5年度 R6年度

委託料 292,895 55.4% 199,679 37.8% 独立行政法人 中小企業基盤整備機構

長期借入金残高 0 0.0%

【損失補償・債務保証】 0 0

【短期貸付】 0 0 0

やまがた産業支援機構運営費補助金 95,845 146,258 167,345

山形県下請企業振興事業費補助金 5,246 4,929 4,839

山形県経営基盤強化体制整備事業費補助金 29,989 14,582 61,661 R7～一部委託料（経営支援アドバイザー設置）から振替

山形県自動車関連産業集積促進等事業費補助金 11,279 12,329 4,611

山形県中小企業GX関連取引拡大支援事業費補助金 0 0 13,200 R7新規

山形県創業支援センター設置事業費補助金 66,940 55,097 47,585

山形県デジタル等営業力強化事業費補助金 398 0 0 R6廃止

中小企業まるっとサポート事業費補助金（販路開拓） 0 8,216 13,090
～R6：中小企業パワーアップ補助金
R7～：中小企業まるっとサポート事業費補助金に名称変更

山形県産業技術振興機構運営費等補助金 45,640 0 0 R6～やまがた産業支援機構運営費補助金に統合

有機エレクトロニクス総合支援事業費補助金 7,035 3,943 0

先端バイオ活用促進事業費補助金 4,830 0 0

有機エレクトロニクス事業化支援事業費補助金 22,699 0 0

医療機器等開発・販売開拓支援事業費補助金 0 3,620 4,938

産学官連携コーディネート事業費補助金 15,313 25,168 10,917

産学官連携コーディネート事業費補助金（バイオ） 5,137 5,643

産学官連携コーディネート事業費補助金（山大） 11,230

0

0 0

有機エレクトロニクス実証等事業費補助金 48,711 0 0 R6廃止

生産性向上ビジョン作成支援事業費補助金 2,428 0 0 R6廃止（R6～DX推進計画策定支援事業に統合)

ＤＸ推進計画策定支援事業費補助金 6,481 6,513 0

ＤＸ推進運営事業費補助金 5,977 6,587 6,201

有意エレクトロニクス実証等施設改修事業費補助金 0 0

やまがた２１人財バンク管理運営業務 5,317 5,370 0 R7～自己財源等

指定管理料（山形県産業創造支援センター） 12,409 12,425 12,391

3,300

2,110 1,400 1,500

プロフェッショナル人材戦略拠点運営業務 33,155 33,381 33,450

地域コーディネーター設置業務 44,739 0 0 R6～経営支援アドバイザー設置業務

経営支援アドバイザー設置業務 0 45,491 0

中小企業まるっとサポート事業 252,042 66,801 14,010
～R6：中小企業パワーアップ事業
R7～：中小企業まるっとサポート事業に名称変更

ロボット活用人材育成事業 1,968 4,194 0

ものづくり人材育成研修コーディネート支援事業委託 3,978 4,115 203

1,171 1,256 1,173

6,042 6,112 7,050

医療・福祉・健康分野総合支援事業費補助金 9,443 0 0

0 0 656

工業材料試験事業委託 13,116 13,372 14,274

施設業務委託 3,012 3,174 3,223

技術者研修事業委託 5,713 3,988 0

様式３－２（県の関与等）



公社等見直し計画（様式３－２） （公財）やまがた産業支援機構

（３）県の人的関与状況　[役職員の状況（注１）等を把握] （単位：人）

（４）役員報酬の状況

名 千円

（５）県の関与の必要性の検証及び見直し内容　［県の財政支援等の必要性の検証、必要に応じ、見直し内容を把握］

(注) 公社等に対する県の財政支援・人的支援の必要性や組織機構のスリム化等について、所管課の検証結果及び見直し内容等を記入すること。

72 62 △10
非正職員の正職員

換算人数（注２）

82 △14
0 0
6 △2

1 1 0
3

トータルサポート体制の中で商業振興・経営支援課とやまがた産業支援機構が核となって、関係機関・団体と連携強化を図りながら、企業ニーズ
に即したきめ細かな支援活動を実施しており、引き続き、中小企業等支援業務を受託する等、両者一体となって企業振興にあたることが必要。

R6年度 R7年度 増減 R6年度 R7年度 増減

0 0 0
2 4 2 11 10 △1

2

項目

常勤役員

うち県職員

うち県退職者

正職員

うち県職員

1
28 26 △2
5 4 △1

△1

△1

(注) 1.役職員の人数は、各年７月１日現在の人数を
         記入すること。

　　  2.非正職員の正職員換算人数は、（非正職員の
         所定の総労働時間数）÷（正職員の所定の労
         働時間数）で算出し、合計を記入すること。

対象役員数 報酬総額（R6年度）

11,4812

（注）1.対象役員数は、役員のうち無報酬のものを除く。
       2.対象役員数が1名の場合、当該個人年収が明らかになるおそれがあることから、報酬金額は掲載しない。

項目

非常勤役員

うち県職員

うち県退職者

非正職員

うち県職員

96
0
8うち県退職者2 1うち県退職者

2 3

様式３－２（県の関与等）



Ⅲ－３．経営健全性・財政的リスクの検証等

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

□ 有 ■ 無

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

□ 有 ■ 無

（２）中期経営改善計画等の策定状況　［経営健全化に向けた見直しを含む中期的な計画の策定状況を確認］

□ 有 ■ 無

（注） 上記計画を策定している場合は、その写しを添付すること。

公社等見直し計画

（１）経営健全性・財政的リスクの検証　［経営健全化等の努力が必要又は県にとって財政的リスクがある公社等について、今後の対応方針を確認］

今後の対応方針

策定の有無

（様式３－３） （公財）やまがた産業支援機構

これまで、実際に損失補償が発生したこ
とは無いが、今後も、設備貸与制度の審
査に当たり、申請者の事業計画を慎重
に見極め、実際に損失補償が発生しな
いようにしていく。

③当期純損益赤字が２期
   以上継続し、かつ今後
   ３期以内に累積損失が
   生じるおそれが無いか

④県の損失補償、債務保
　 証を受けていないか

⑥債務の元利償還金の財
　 源の10%以上を県補助
   金・貸付金等に依存し
   ていないか

該当の有無（注）

⑤県から長期貸付金を受
　 けていないか

山形県小規模企業者等設備事業実施要領に規定
する設備貸与事業を行うために必要な資金の貸付
を受けている。

償還計画に基づき、確実に返還していく
とともに繰り上げ償還も行っていく。

～

計画期間 主な取組内容

左記いずれかに該当有の場合その理由

設備貸与事業により受けた損失については、損失
補償契約書明記の金額の範囲で県の損失補償を
受けることとされている。

―

(注) 各項目について該当の有無のいずれかを■とすること。いずれかの項目で「有」に該当がある場合、指導指針第５（３）により経営健全性が無い又は県にとって財政的リスクがあるものと
　　  判断することとなるため、上記項目に該当することとなった理由、解消時期等の明示を求めたうえで、必要に応じて中期経営改善計画の策定を求めるなど、経営健全化に向けた見直しを
       行うこと。

項目

①債務超過（正味財産合計が

　　ﾏｲﾅｽ）に陥っていないか

②累積損失（正味財産－基本

    財産等がﾏｲﾅｽ）が生じてい
　 ないか

様式３－３（経営健全性、財政的リスク）



Ⅳ　費用対効果の検証（地方創生に資する公社等の有効活用を含む）

１．費用対効果の検証

１－２．地方創生に資する公社等の有効活用　［健全な経営を前提とした公社等の有効活用方法を検討］

２．費用対効果に係る見直し内容

(注) 検証の結果、「費用対効果が乏しい」と認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含めた見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。
　　  その他の公社等にあっては、当該公社等の運営をより効率的かつ効果的に実施するための見直し内容（又は今後の方針）を記入すること。

―

（様式４） （公財）やまがた産業支援機構

　近年、デジタル化や脱炭素化の進展など、企業を取り巻く環境は大きく変化し厳しさを増している。こうした中、本県産業の大宗を占める中小企
業・小規模事業者の活力無くして、本県産業の振興はあり得ないとの考えのもと、多様化する経営課題に的確に対応していくため、支援機能の
集約化と最適かつ迅速な支援の提供が不可欠である。
　当機構は、令和６年４月に山形県企業振興公社と山形県産業技術振興機構が合併し、新たにスタートした。
　合併前の山形県企業振興公社は県内企業の経営力を強化する総合的な支援事業として、経営相談や専門的助言指導、創業、販路開拓、事
業承継、事業再生、産業人材の確保などの支援を効率的・効果的に実施してきた。
　また、産業技術振興機構は産学官連携による新技術等の共同研究開発や製品開発の推進、地域中小企業等による新産業・新事業・新技術
の芽だし、育成の支援を効率的・効果的に実施してきた。
　経営力を強化する総合的な支援の中に技術・製品開発に特化した専門的支援を組み込むことで、県内中小企業・小規模事業者へワンストップ
でトータルな支援を提供する総合支援機関として、「戦略性を持った経営」や「新しい事業領域への挑戦」、それらを実践する「人づくり」を積極的
に支援し、創業・新事業展開から成長発展までの各段階やニーズに応じた最適な支援を提供できる事業推進体制となっている。
　地方公共団体が直接実施するよりも機動的かつ効率的に行うことが可能であるとともに、多様化する経営課題に対応できる専門家を擁する団
体は他に見られず、民間コンサルタントが少ない山形県においては、事業者支援に必要不可欠な機能を担っている。
　以上により、設立目的に沿って本県産業振興施策の推進に期待される効果を上げており、十分な費用対効果が見込まれる。

有効活用の視点 内容

①地方公共団体の区域を超えた活動
　複数の地方公共団体がそれぞれの区域を超えて共同で事業を実施するための
簡便で有効な手法の一つとして、機動的、弾力的な事業実施が可能。

②民間企業の立地が期待できない地域における事業
実施
　民間企業の立地が期待できない中山間地域や離島などの地域において、産業
振興、地域活性化等に取組むための有効な手法となる場合があり、民間の資金
やノウハウの適切な活用による地域活性化等に取組むことが可能。

③公共性、公益性が高い事業の効率的な実施
　公社等が民間企業と同様の機動的、効率的な経営手法で行政の補完・代行機
能を果たすことにより、地方公共団体が直接実施するよりも効率的又は効果的に
行うことが可能。特に、民間企業では公共性、公益性が担保できない事業におけ
る確実かつ円滑な進捗が可能。

　やまがた産業支援機構は、トータルサポート体制の中で商業振興・経営支援課
とともに中核となって、専門家等を配置し、関係機関・団体と連携強化を図りなが
ら、企業ニーズに即したきめ細かな支援活動を実施しているところである。
　きめ細かな支援を実施していくためには、中小企業が求めるニーズや経済環境
に合わせて専門家を配置する等、民間企業と同様の経営手法で行政の補完・代
行機能を果たしていく必要がある。
　地方公共団体が直接実施するよりも機動的かつ効率的に行うことが可能である
とともに、民間コンサルタントが少ない山形県においては、「戦略性を持った経営」
や「新しい事業や領域への挑戦」、それらを実践する「人づくり」を積極的に支援
し、創業・新事業展開から成長発展までの各段階やニーズに応じた最適な支援を
提供する総合支援機関として事業を展開していくことが、地方創生に資する取組
みであると考える。

(注) 1.第４（事業の意義の検証）、第５（経営健全性等の検証）を踏まえ、当該事業を公社等が行うことが最終的に最も効率的で効果的であるかどうか、費用対効果の観点から、費用（県による
　　    出資、補助金その他の支援）に見合う効果（県民サービスや県民福祉の向上につながる成果）が出ているかなどについて、以下の点を参考に総合的に検証し、記入すること。
　　　  ・ 事業実績が県の出資目的に照らし期待される効果を上げているか。
　　　  ・ 事業成果が費用（県による出資、補助金、その他の財政支出）に見合っているか。
　　　  ・ 公社等の運営（事業手法やサービス提供方法）が効率性等に十分配慮したものか。
　　　  ・ 現行の手法について、採算性や持続可能性の点で問題はないか。
      2.上記、費用対効果の検証のうち、特に、地方創生に資する内容がある場合には、以下別枠（１－２．地方創生に資する公社等の有効活用）に記入すること。
      3.費用対効果が乏しいと認められる公社等は、公社等のあり方について抜本的改革を含む見直しを行う必要があるため、以下（２．費用対効果に係る見直し内容）を記入すること。

公社等見直し計画

様式４（費用対効果、地方創生）



Ⅴ　その他取組状況

１．情報公開の取組状況　［県民に対する情報公開が積極的に行われているか確認］

■ 有 □ 無

■ 有 □ 無

□ 有
□
■

２．監査の結果等　[県や各指導監督機関による監査等の結果とその対応が適切になされているか確認]

３．その他取組状況・特記事項

-

(注) 各監査結果について、是正を要する指摘等を受けた場合はその内容と、それに対する対応状況について記入すること。

公表の手段（公表していない場合はその理由、公表予定時期等）

公社ホームページにおいて公開

公社ホームページにおいて公開

－

法令等による
指導監査

－ － －

県監査委員監査 R6.7
山形県監査
委員

－

－

監査事項については、総体として適正に処理されている
と認めます。

経営健全性を確保したうえで、県内中小企業の総合的
支援機関として、継続（県・関係機関との連携を推進）

（様式５） （公財）やまがた産業支援機構

　　ホームページアドレス： http://www.ynet.or.jp/

公社等見直し計画

中期経営改善計画等
無
策定無

項目

定款（公社等の設立目的）、事業内容

事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書（損
益計算書）、事業計画書、その他財務諸表

公表の有無（注）

(注) 本計画に記載していない公社等見直しに係るその他の取組や、特に記載を要する事項があれば、記入すること。

(注) 各項目について公表の有無のいずれかを■とすること。公表していない場合、その理由を明らかにし、公社等に対しインターネット等の活用による公表を含め、情報公開を積極的に行う
      よう助言・指導すること。また、公表資料について、添付すること。

項目 実施年月 実施機関等 左記に対する対応状況監査等の結果（指摘事項等）

外部監査 H27.10
山形県包括
外部監査人

平成27年度決算より、債権者区分
ごとに一定期間の予想損失額を算
定し、その額に相当する貸倒引当
金を計上する方法に変更。

第三者評価 H29.2

県行政支出
点検・行政
改革推進委
員会

・県の損失補償・貸付金について、
設備貸与事業申請者の事業計画
を精査し、損失補償が発生しない
よう努めている。
・県や他の産業支援機関との連携
関係をさらに強固なものにし、ワン
ストップでトータルな支援を提供す
る総合支援機関として県内中小企
業・小規模事業者の成長・発展に
向けた取組みを支援していく。

貸倒引当金の計算において、設備貸与債権分類規程
の記載又は趣旨と合致していない部分がある。

様式５（その他）
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